
第１回　美祢市総合教育会議資料

わたくしたちは、ジオパーク活動に取り組み、地域に輝かしい未来が

存在することを信じ、持続可能な地域社会を実現するために、この憲

章を定めます。

一、悠久の歴史がきざまれた「大地」と、先人が培ってきた「文化」を守ります。

一、「大地」や「文化」を学び、子どもたちへ伝えます。

一、「大地」や「文化」を活用し、地域を幸せにします。

一、これらを続けていくことに、歓びを見いだします。

Mine秋吉台ジオパーク憲章
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●私学に関すること

●予算の編成・執行

●条例案の提出

市長 

教育に関する

市長

教育長 

総合教育会議 

 市長が教育行政に果たす責任や役割が明確になるとともに、市長が公の場で教育政策について議論するこ

とが可能に 

 市長と教育委員会が協議・調整することにより、両者が教育施策の方向性を共有し、一致して執行にあた

ることが可能に
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大きな権限 
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密接な関連
 

 

市長が教育行政に果たす責任や役割が明確になるとともに、市長が公の場で教育政策について議論するこ

市長と教育委員会が協議・調整することにより、両者が教育施策の方向性を共有し、一致して執行にあた

      ◆ 市長が招集。会議は原則公開。

 ◆ 構成員は市長と教育委員会。

       （必要に応じ意見聴取者の出席を要請）

      ◆ 協議・調整事項は以下のとおり。

      ① 教育行政の大綱の策定

     ② 教育の条件整備など重点的に講ずべき施策

     ③ 児童・生徒等の生命・身体の保護等緊急の場合に講ずべ

き措置 

                      ◆ 議事録の作成と公表について努力義務が課せられている。

                      ◆ 調整の結果の尊重義務。

                        市長と教育委員会の双方が合意をした事項については、互

いに、その結果を尊重しなければならない。

     育会議は決定機関ではない。

   ◆ 事務局は、市長部局で行うことが原則とされているが、地

方自治法の補助執行の規定により教育委員会に補助執行さ

ることもできる。
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●公立学校の設置・管理・廃止

●教職員の人事

●教育課程、生徒指導

●施設整備

●社会教育

●スポーツ、文化、文化財

教育長
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２ 大綱の策定 

 （１）大綱の定義 

   ① 市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策について、その目標や施策の根本

となる方針を定めるものである。 

   ② 教育基本法に基づき策定される国の教育振興基本計画における基本的な方針を参酌し

て定めることとされている。 

   ③ 対象期間は、４年～５年程度を想定している。 

   ④ 総合教育会議において、市長と教育委員会が協議・調整を尽くし、市長が策定するもの

である。 

 

 （２）大綱の記載事項 

     主たる記載事項は、各地方公共団体の判断に委ねられているが、主として、学校の耐震

化、学校の統廃合、少人数教育の推進、総合的な放課後対策、幼稚園・保育所・認定こど

も園を通じた幼児教育・保育の充実等、予算や条例提案等の首長の有する権限に係る事項

についての目標や根本となる方針が考えられる。 

 

 （３）地方教育振興基本計画その他の計画との関係 

    地方公共団体において、教育基本法第 17 条第２項に規定する教育振興基本計画その他の

計画を定めている場合には、その中の目標や施策の根本となる方針の部分が大綱に該当す

ると位置付けることができると考えられることから、地方公共団体の長が、総合教育会議

において教育委員会と協議・調整し、当該計画をもって大綱に代えることと判断した場合

には、別途、大綱を策定する必要はない。 
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☆ 市長は、民意を代表する立場であるとともに、教育行政においては、教育委員会の所管事項

に関する予算の編成・執行等重要な権限を有しています。また、近年の教育行政においては、

福祉や地域振興などの一般行政との連携が必要となっています。そこで、教育行政における地

域住民の意向をより一層反映させる等の観点から、大綱は市長が策定するものとされました。 

☆ 地方公共団体としての教育政策に関する方向性が明確化 
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   美祢市総合教育会議運営要綱 

 

（趣旨） 

第１条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号。以下「法」

という。）第１条の４第９項の規定に基づき、美祢市総合教育会議（以下「会議」という。）

の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（招集） 

第２条 市長は、法第１条の４第３項の規定により会議を招集しようとするときは、あらか

じめ会議の場所及び日時並びに会議において協議又は調整すべき事項を教育委員会へ通知

するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による通知を行ったときは、遅滞なく、当該通知に係る事項を市ホ

ームページに掲載して公表するものとする。ただし、緊急を要するとき、個人の秘密を保

つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときそ

の他公益上必要があると認められるときは、この限りでない。 

３ 前２項の規定は、第１項の規定による通知に係る事項の変更について準用する。 

（議事進行） 

第３条 会議の議事進行は、市長が行う。 

（会議の非公開） 

第４条 法第１条の４第６項ただし書の規定により会議を公開しないこととした場合は、あ

らかじめ、その旨を市ホームページに掲載して公表するものとする。 

２ 前項の規定は、会議の中途において生じた事態により、緊急に会議を公開しないことと

する場合は、適用しない。 

（議事録） 

第５条 市長は、法第１条の４第７項の議事録には、次に掲げる事項を記載するものとする。 

(1) 開会及び閉会に関する事項 

(2) 出席者（傍聴人を除く。）の氏名 

(3) 協議又は調整に係る事項及びこれに関する出席者の発言 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

２ 市長は、議事録を作成したときは、遅滞なくこれを市ホームページに掲載して公表する

ものとする。ただし、会議を非公開で実施した部分その他公表に適さない部分については、

この限りでない。 

（庶務） 

第６条 会議の庶務は、教育委員会事務局教育総務課において処理する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年５月２９日から施行する。 


